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童
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1
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◆
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1
0
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児
童
手
当
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
な
い
方
で
も
、
平
成
20
年
中

の
所
得
に
よ
っ
て
は
、
受
給
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
5
月
中

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

申
請
が
遅
れ
た
場
合
は
支
給
開
始

が
遅
れ
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者　
平
成
9
年
4
月
2
日
以

降
に
出
生
し
た
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方

受
付
開
始　
5
月
1
日
㈮
〜

提
出
場
所　
児
童
課（
市
役
所
本

館
1
階
）

持
参
す
る
も
の　
健
康
保
険
証
・

請
求
者
名
義
の
普
通
預
金
通
帳

（
郵
便
局
以
外
）・
印
鑑

そ
の
他　
詳
し
く
は
、児
童
課
へ
。
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険
年
金
課
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国
民
健
康
保
険
税
の
納
付

は
口
座
振
替
が
便
利
で
す

振
替
納
税
と
は
、
あ
な
た
の
税

金
を
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的
に

振
り
替
え
て
納
税
す
る
方
法
で

す
。
振
替
納
税
に
す
る
と
、
納
期

ご
と
に
金
融
機
関
へ
お
出
か
け
に

な
る
手
数
が
か
か
ら
ず
大
変
便
利

で
す
。

ま
た
、
現
在
年
金
か
ら
国
民
健

康
保
険
税
を
納
付
さ
れ
て
い
る
方

も
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
機
関
で
振

替
納
税
の
手
続
き
を
行
い
、
保
険

年
金
課
へ
申
し
出
る
こ
と
で
振
替

納
税
に
変
更
で
き
ま
す
。
申
し
出

の
時
期
に
よ
り
、
口
座
振
替
に
切

り
替
わ
る
月
が
変
わ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
保
険
年
金
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
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険
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後
期
高
齢
者（
長
寿
）
医
療
保

険
料
の
支
払
い
は
口
座
振
替
を

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

原
則
、
年
金
か
ら
の
天
引
き（
差

し
引
き
）で
す
が
、
加
入
当
初
は

納
付
書
に
よ
る
納
付
に
な
り
ま

す
。以

前
、
国
民
健
康
保
険
税
や
介

護
保
険
料
な
ど
で
口
座
振
替
依
頼

書
を
金
融
機
関
に
提
出
し
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
改
め
て
金
融

機
関
に
提
出
さ
れ
な
い
限
り
、
口

座
振
替
は
で
き
ま
せ
ん
。
安
心
確

実
、
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
金
融
機
関
へ
預

金
通
帳
、通
帳
印
鑑
を
持
参
の
上
、

口
座
振
替
依
頼
書（
金
融
機
関
の

窓
口
に
あ
り
ま
す
）を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
納
付
を
年
金
か
ら
納
付
し
て

い
た
方
で
も
、
申
し
出
に
よ
り
、

口
座
振
替
の
選
択
が
で
き
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
金
融
機
関

へ
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
口

座
振
替
依
頼
書
を
提
出
し
、
そ
の

後
、
市
役
所
保
険
年
金
課
の
窓
口

で「
口
座
振
替
選
択
」
の
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に
は
、

認
印
と「
口
座
振
替
依
頼
書
申
込

者
控
」が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
保
険
年
金
課
福
祉

医
療
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
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後
期
高
齢
者（
長
寿
）医
療
協

定
保
養
所
利
用
助
成
が
6
月

1
日
か
ら
始
ま
り
ま
す

後
期
高
齢
者（
長
寿
）
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
の
健

康
保
持
、
増
進
を
目
的
に
、
次
の

協
定
保
養
所
を
利
用（
宿
泊
）
す

る
場
合
、
1
人
1
泊
に
つ
き
千
円

（
6
月
1
日
宿
泊
か
ら
平
成
22
年

3
月
31
日
宿
泊
分
ま
で
、
全
保
養

所
合
わ
せ
て
4
泊
ま
で
）を
助
成

し
ま
す
。

利
用
方
法　
直
接
、
協
定
保
養
所

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
そ

の
際「
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
被
保
険
者
」で
あ
る
こ

と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

持
参
す
る
も
の　
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
証

問
合
先　
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
☎
052
◆

955
◆

１
２
０

５
場　所 協定保養所名 電話番号

犬山市 レイクサイド入鹿 0568◆67◆3811

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 0594◆42◆3330

東浦町 あいち健康プラザ 0562◆82◆0235

田原市 シーサイド伊良湖 0531◆35◆1151

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533◆68◆4696

豊田市 豊田市　百年草 0565◆62◆0100

長
寿
課
1
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◆

1
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0
5

生
活
機
能
評
価
の
た
め
の

「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

を
送
付
し
ま
す

生
活
機
能
を
検
査
す
る「
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」を
対
象
者
へ

送
付
し
ま
す
。

記
入
し
た
チ
ェ
ッ
ク
表
を
基

に
、
心
身
に
衰
え
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
方
に
は
、
生
活
機
能
評
価
健

診
の
受
診
券
を
送
付
し
ま
す
。
健

診
の
結
果
、
介
護
の
予
防
が
必
要

な
方
へ
は
、
介
護
予
防
教
室
な
ど

の
案
内
を
し
ま
す
。

対　
象　
市
内
在
住
の
65
歳
以
上

の
方
で
、
介
護
保
険
の
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
な
い
方

実
施
方
法　
4
月
以
降
に
、
対
象

者
へ
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

郵
送
し
ま
す
。
回
答
後
、
同
封

の
封
筒
に
て
長
寿
課
へ
ご
返
送

く
だ
さ
い
。

長
寿
課
1
66
◆

1
1
0
5

蒲
郡
市
み
ら
い
あ
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を

開
設
し
ま
す

所
在
地　
栄
町
11-

50（
メ
デ
ィ

ケ
ア
レ
ジ
デ
ン
ス
が
ま
ご
お
り

内（
☎
66
◆

０
８
０
０ 

FAX 

66
◆

０
８
０
８
）

相
談
時
間　
月
〜
金
曜
日　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15

分
担
当
地
区　
中
部
中
学
校
区

※
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
介
護
や
生
活
の
支
援
な
ど

高
齢
者
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

困
り
事
が
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
、

近
く
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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